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別表六（六）付表の記載の仕方 

 

１ この明細書は、青色申告法人が措置法第42条の４第

１項、第２項若しくは第３項((((試験研究を行った場合

の法人税額の特別控除))))（同法第42条の４の２第１項

((((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特

例))))の規定により読み替えて適用する場合を含みま

す。）又は平成25年改正前の措置法第42条の４の２第

２項第３号((((試験研究を行った場合の法人税額の特別

控除の特例))))の規定により読み替えられた同法第42条

の４第３項((((繰越税額控除限度超過額に係る法人税額

の特別控除))))の規定の適用を受ける場合に記載します。 

２ 「試験研究費の額１」の各欄の記載に当たっては、

試験研究費の額に東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」

といいます。）第17条の５第１項((((復興産業集積区域

における開発研究用資産の特別償却等))))に規定する開

発研究用資産に係る償却費の額が含まれている場合に

は、当該試験研究費の額から東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第

17条の５第３項((((復興産業集積区域における開発研究

用資産の特別償却等))))に規定する特別償却実施額を控

除した金額を記載します。 

３ 「翌期繰越額６」の各欄の外書には、措置法第42条

の13((((法人税の額から控除される特別控除額の特例))))

（震災特例法第17条の４第１項((((法人税の額から控除

される特別控除額の特例))))又は平成24年改正法附則第

23条第２項((((法人税の額から控除される特別控除額の

特例に関する経過措置))))の規定により読み替えて適用

する場合を含みます。）の規定の適用を受ける場合に、

別表六(二十三)又は別表六(二十三)付表の「法人税額

超過構成額②」の各欄の金額を記載します。この場合

において、「計」及び「合計」の記載に当たっては、

当該金額を含めて計算します。 

４ 「平成21年度分繰越税額控除限度超過額の計算」及

び「平成22年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の

各欄は、当期が平成25年４月１日前に開始した事業年

度である場合にのみ記載します。ただし、「平成21年

度分繰越税額控除限度超過額の計算」の各欄のうち「当

期分」、「合計」及び「翌期繰越額９」の各欄並びに

「平成22年度分繰越税額控除限度超過額の計算」の各

欄のうち「当期分」、「合計」及び「翌期繰越額12」

の各欄については記載しません。 

  
 


